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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｌ４－５１０ 建物構造材用金具 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｌ４－１９０ 一 建築用構造材部品及び付属品 

Ｌ４－１９１ 全 建築用構造材相互接合連結金具 

Ｌ４－１９１Ａ 全 建築用構造材相互接合連結金具（木造用） 

Ｌ４－１９１Ｂ 全 建築用構造材相互接合連結金具（鉄骨用） 

Ｌ４－１９１Ｃ 全 建築用構造材相互接合連結金具（軽量形鋼用） 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ９－１６２ 家具等構成部材相互連結具 

Ｌ１－５０ 仮設用固着具等 

Ｌ３－５９７０ 門、塀、さく等金具金物 

Ｍ２－６１４ 管等支持架台用金具 

Ｍ２－６２ 配線・配管用管止め具等 

Ｍ３－１２１０ くぎ 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

鉄骨構造用桁止め金具 梁受け金物 建物用柱固定金具 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

建造物の骨組となる構造材（柱、梁、桁、根太等）を連結、支持、固定、補強するための金具等のうち、下位の分

類に属さないものを分類する。 

Ｌ４－５代の他の下位分類に属さず、構造材用でもないものは、本来Ｌ４－５０に分類すべきであるが、基本

形状が単純な平板、折れ曲がり板、ピン形状のものは、この分類を優先し、ＤタームＡ基本形状平板型、Ｂ

基本形状折れ曲がり型、Ｃピン状型をそれぞれ付与する。 

登録１１６２７３６号 建築用支柱高さ調整具 登録１１７９０７５号 リップ溝形鋼用固定金具 
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2 

意匠分類定義カード

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

断面円形、角形等のパイプ材、棒材の継ぎ手については、用途が建築用あるいは建築用を含む多用途で

あっても、Ｄ９－１６２家具等構成部材相互連結具に分類する。 

天井野縁受けつり具、さお縁つり具は、Ｌ４－５５に分類する。 

柱の支持具はここに含むが、その他の床構造材を支持、固定するものについては、Ｌ４－５７に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

筋交い、火打ち、方立て等の構造材用補強部材のうち、シンプルな断面形状（例えば四角形、Ｌ字型、コ字

型等）を有する棒状部材についてはＬ７－１１を付与し、それ以外の棒状ではない構造材用補強部材につい

てはＬ４－５１０を付与する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

   

登録１１６３４２５号 鋼製柱の接続金具 登録１１６２７６７号 
木造建築用構造材のひび割れ進行防止金具 

登録１１８６４１１号 
建築用補強金具 

登録１１７７０５４号 
建築用柱の連結補強金具 

登録１０９７８１１号 
建物用構造材相互接合 

連結金具 

 


